
常識 瀞 護世帯向け不動産担保型生活資金に係る不動産評価こ関する覚書

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 （以下 「甲」 という。） と公益社団法人埼玉県

不動産鑑定士協会 （以下 「乙」 という。） とは、 要保護世帯向け不動産担保型生活資

金に係る不動産評価の実施に関し、 次のとおり覚書を取り交わす。

１

　

業務内容

　

乙は、甲が依頼する不動産の事前相談、不動産評価等の業務を行う不動産鑑定士

の選定に協力をする。不動産評価の方法、評価費用等は別紙１及び２のとおりとす
る。

　

なお、乙は不動産所有者にかかる個人情報については一切保有しないこととする。

２

　

覚書に定めのない事項等

　

この覚書にない事項または疑義が生じたときは、 その都度、 甲乙が協議の上取り

決める。

３

　

有効期間

　

この覚書の有効期間は、 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとする。

　

なお、期間満了の日までに甲乙双方いずれからも申し出がない場合には１年ごとに

自動更新するものとする。

　

以上、 覚書の証として本証２通を作成し、 甲乙において記名押印の上、 各１通を

保有する。
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護世帯向け不動産担保型生活資金 不動産評価の方法

日時

炎者からの申込後、不動産鑑定士協会 （以下、「協会」） が埼玉県社

冨祉協議会（以下、「県社協」） に毎年４月に提供した不動産鑑定士

リス トを基に、 県社協が不動産鑑定士を選定し、 調整の上、 日時を

する。
荊こついて、市町村社会福祉協議会 （以下、「市町村社協」） を経由

借入申込を行った相談者（以下、「申込者」）及び生活保護の実施

鰍こ連絡する。

所
込

　

宅 で行 う。
地集合、 現地解散とする。

者及び立会人
動産鑑定士が鑑定する。
村社協職員、県社協職員、申込者及び生活保護の実施機関職員が

ち会う。

められた様式に基づいて評価を行う。
土交通省が定める不動産鑑定評価基準に基づき不動産鑑定評価額を算

る。

、。果

産鑑定士は、協議により定める期日までに、不動産鑑定評価書正

を２部作成し、 県社協に送付する。
産鑑定士は、県社協が要請した場合、県社協が開催する貸付審査

営委員会へ出席し、 評価結果の概要を説明する。

費用
産鑑定業者が生活保護の実施機関に評価費用を請求し、生活保護の

関が請求に基づき支払うものとする。

産鑑定士協会への報告
協は不動産評価を行った結果を、 不動産鑑定士協会に報告する。



別紙２

要保護世帯向け不動産担保型生活資金 不動産再評価の方法

１ 不動産再評価の対象

　

以下のいずれかに該当する場合、 不動産再評価を実施する。
（１） 生活福祉資金貸付規程第１７の３の （１） 及び （２）

（２） 生活福祉資金 （要保護世帯向け不動産担保型生活資金） 運営要領第７

　　

の１及 び ２ 並 び に 第 ９ の３

２ 再評価者

（１） 原則として、 直前の評価を行った不動産鑑定士が不動産再評価を担当

　　

する。 当該不動産鑑定士が対応できない場合、 県社協が選定する不動

　　

産鑑定士が不動産再評価を担当する。
（２） 直前の評価を行った評価者と異なる場合、 再評価の前に、 県社協職員

　　

が不動産鑑定士に対し、 前回評価表を送付する。

３

　

再評価

（１） 定められた様式に基づいて再評価を行う。
（２） 国土交通省の定める不動産鑑定評価基準に基づき不動産鑑定評価額を

　　

算 定す る。

４

　

評価結果

（１） 不動産鑑定士は、 協議により定める期日までに、 不動産鑑定評価書を

　　

２部作成 し、 県社協に送付する。
（２） 不動産鑑定士は、 県社協が要請した場合、 県社協が開催する貸付審査

　　

等運営委員会へ出席し、 評価結果の概要を説明する。

５

　

評価費用

　

不動産鑑定士が県社協に評価費用を請求し、 県社協は請求に基づき支払
うものとする。

６ 不動産鑑定士協会への報告
県社協は再評価を行った結果を、 不動産鑑定士協会に報告する。




